
１

平成26年12月５日発行 №355号

平成26年度優良従業員表彰式Ｐ２

いわて･三陸けせん希望ストリート2014 Ｐ３

セミナーのご案内Ｐ４～５

平成27年大船渡市新年交賀会のお知らせＰ６

通勤手当の非課税限度額が改正されていますＰ７

大船渡地域商品券をご利用くださいＰ８

●主な内容●



平
成
26
年
度
優
良
従
業
員
表
彰

式
が
11
月
29
日
（
土
）、
大
船
渡
市

民
文
化
会
館
リ
ア
ス
ホ
ー
ル
で
開

催
さ
れ
、
会
員
事
業
所
42
社
か
ら

推
薦
さ
れ
た
１
９
５
名
が
表
彰
さ

れ
ま
し
た
。

式
典
で
齊
藤
会
頭
は
「
入
社
以

来
、
永
年
に
わ
た
り
各
企
業
の
中

枢
を
担
う
社
員
と
し
て
地
域
経
済

を
支
え
て
こ
ら
れ
、
東
日
本
震
災

以
降
も
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
の
復

旧
・
復
興
に
尽
力
さ
れ
て
こ
ら
れ

た
。
お
陰
様
で
会
員
企

業
の
九
割
が
事
業
再
開

を
果
た
し
て
お
り
、
皆

様
の
不
屈
の
努
力
と
ご

労
苦
に
改
め
て
深
く
敬

意
と
感
謝
を
表
し
た

い
。
今
日
を
機
に
さ
ら

に
教
養
を
深
め
、
持
て

る
能
力
を
い
か
ん
な
く

発
揮
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

企
業
や
地
域
復
興
の
先

導
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
だ
き
た
い
」
と

あ
い
さ
つ
。

今
年
度
の
受
賞
者
は

日
本
商
工
会
議
所
会
頭
表
彰
（
勤
続

30
年
）
が
31
名
、
東
北
六
県
商
工
会

議
所
連
合
会
会
長
表
彰（
勤
続
20
年
）

が
55
名
、
岩
手
県
商
工
会
議
所
連
合

会
会
長
表
彰
（
勤
続
10
年
）
が
48
名
、

大
船
渡
商
工
会
議
所
会
頭
表
彰
（
勤

続
５
年
）
が
61
人
と
な
り
、
受
賞
者

全
員
に
感
謝
状
と
記
念
品
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。

な
お
、
紙
面
の
関
係
上
、
日
本
商

工
会
議
所
会
頭
表
彰
受
賞
者
31
名
の

み
掲
載
い
た
し
ま
す
。

㈱
東
海
新
報
社

大
沢
田
毅
樹

㈲
村
上
塗
装

大
和
田
文
弘

細
川
歯
科
医
院

大
和
田
カ
ヨ
子

㈲
城
山
サ
ー
ビ
ス

澤
田

敏
雄

㈱
理
工
電
気

笹
崎

智
子

㈱
小
松
組

清
水

均

㈱
佐
賀
組

熊
谷

哲

〃

近
藤

勝
夫

〃

田
中

浩
之

㈱
マ
イ
ヤ

佐
々
木
英
喜

〃

佐
藤

信
一

〃

月
井

裕
之

〃

遠
藤

正

栗
原
鉄
工
㈲

佐
藤

浩
人

さ
い
と
う
製
菓
㈱

山
口

守

㈲
藤
原
組

鷲
田

民
雄

㈲
藤
原
組

荒
谷

弘
雄

橋
爪
商
事
㈱

菊
池

徹

㈱
明
和
土
木

佐
藤

創
士

〃

平
田

耕
孝

〃

太
田

博
幸

地
方
卸
売
市
場
大
船
渡
青
果
㈱

〃

大
石

利
彦

㈱
ア
マ
タ
ケ

吉
田
か
つ
子

〃

伊
藤

賞
一

〃

田
村
か
や
子

〃

互
野
多
喜
子

〃

白
石

恵
子

〃

大
磯

優
子

㈱
リ
ン
ピ
ア

鈴
木

正
之

㈲
城
山
商
事

及
川

琴
江

２

優
良
従
業
員
表
彰
式

１
９
５
名
を
表
彰

日
本
商
工
会
議
所
会
頭
表
彰
（
勤
続

30年
）

受
賞

者
は

次
の

と
お

り
（

敬
称

略
）

平成26年度

42社、195名が受賞された、優良従業員表彰式42社、195名が受賞された、優良従業員表彰式

式典の冒頭式辞を述べる齊藤会頭式典の冒頭式辞を述べる齊藤会頭

受賞者を代表し謝辞を述べる細川歯科医院 大和田カヨ子さん受賞者を代表し謝辞を述べる細川歯科医院 大和田カヨ子さん



11
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４
日
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日
（
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の
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を
開
催
（

11月
４
日
～
７
日
）天候にも恵まれ来場者でにぎわう展示即売会場

11月４日オープニングセレモニーでのテープカット11/5には竹下復興大臣が視察

接客にも笑顔が見られた出展者大船渡つばき娘とおおふなトンによる観光ＰＲ

バイヤーと積極的に商談を進める出展者バイヤーと積極的に商談を進める出展者出展者の食材を使った料理コーナーも設置出展者の食材を使った料理コーナーも設置
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「環境変化に負けない！

雇用管理の改善と就労環境の向上策」

日 時 12月16日（火）
14:00～16:00

場 所 大船渡商工会議所
１階研修室

講 師 伊 能 賢 一 氏
なの花経営研究所 所長、中小企業診断士

内 容 ・昨今の雇用情勢 ・雇用管理の方法
・外国人労働者の活用
・復興関係の補助金
・自社の雇用改善の方法 他

受講料 無料
定 員 ３０名
主 催 大船渡商工会議所、大船渡中小企業相談所、

経営安定特別相談室、大船渡市中小企業特別対策室分室

「すべてのビジネスにリピート客を！

０円で８割をリピーターにする集客術」

日 時 12月19日（金）

14:00～16:00

場 所 大船渡商工会議所 １階研修室

講 師 一 圓 克 彦 氏
リピーター創出専門コンサルタント

内 容 ・リピーターで商売繁盛

・やってしまいがちなリピーター創りの

落とし穴

・リピーターを作る最強メソッド『想起販促』

・『想起販促・脳内ＳＥＯ』でリピーター

を作る５つの手法

・『知らせる』ではなく『伝える』ための

３つの手法

受講料 無料

主 催 大船渡商工会議所、大船渡中小企業相談所

大船渡市中小企業特別対策室分室

「エキスパートバンク」制度は、さまざまな経営課題を抱える小規模事業者の皆さんからのご要望に応じ

て、商工会議所に登録された専門家を直接事業者に派遣し、専門的・実践的なアドバイスによって問題の

解決に役立てていただくものです。

経営一般、税務、法律、労務、製造管理、情報処理、人材育成、店舗診断 等

専門家派遣相談 （エキスパートバンク）

①費用は無料 ②専門家を直接企業に派遣 ③企業秘密は厳守

主な相談分野

専門家支援

個人の白色申告の方で事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、平成26
年１月から記帳と帳簿書類の保存が必要となっています。
※所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

売り上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相
手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記
載してもよいことになっています。

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取
引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領

収書などの書類を保存する必要があります。

※帳簿のつけ方が分からない方は、お気軽に大船渡商
工会議所にお問い合わせください。 TEL26-2141

白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度

保存期間

７年

５年

５年

保存が必要なもの

収入金額や必要経費を記載した帳簿（法定帳簿）

業務関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿）

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

業務に関して作成し、又は受領した請求書、

納品書、送り状、領収書などの書類

帳簿

書類

【帳簿・書類の保存期間】

セミナーのご案内

お申し込み・お問い合わせは
大船渡商工会議所 本所 TEL２６－２１４１

三陸支所 TEL４４－２０５８

○記帳する内容

○帳簿等の保存

経営安定セミナー リピーター創出セミナー

～初めての方でもお気軽にご相談・ご利用ください～～初めての方でもお気軽にご相談・ご利用ください～お気軽にご相談・ご利用ください～



５

今年の４月から消費税が８％に引き上げになりました、各事業所では価格転嫁ができてなければ、利益の減少

につながり経営に大きな影響を及ぼします。消費税転嫁対策特別措置法では、消費税の転嫁拒否等の行為が禁

止されていますのでご注意下さい。

消費税転嫁対策支援

個人事業者の方へ

平成26年分消費税確定申告に関するお知らせ平成26年分消費税確定申告に関するお知らせ

年が改まると間もなく、確定申告の時期がやってきます。

平成26年４月１日に17年ぶりに消費税（地方消費税含む）の税率が改正されてから初めての確定申告です。

税率が混在する平成26年分（平成26年４月１日を含む課税期間）の消費税及び地方消費税の確定申告書を作成

するためには、帳簿等において、課税取引を適用税率ごとに区分して集計する必要があります。

１．課税取引に関する適用税率は、平成26年３月31日以前は５％。

平成26年４月１日以後は８％ですが、平成26年４月１日以後

に行われる取引であっても、経過措置により５％が適用され

る場合があります。

２．帳簿等では、非課税取引等についても区分する必要があります。

３．簡易課税制度を選択し適用される事業者については、課税売

上高のみから納付する消費税額を計算できますので、課税仕

入（仕入・必要経費等）については適用税率ごとに区分する必要はありません。

消費税法の改正内容については、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧ください。

①『減額』

特定事業者は、合理的な理由

なく、既に取り決められた対価

から、事後的に減じて支払うこ

とにより、消費税の転嫁を拒否

してはいけません。

④『本体価格での交渉の拒否』
特定事業者は、価格交渉を行

う際、特定供給事業者から本体

価格（消費税を含まない価格）

での交渉の申出を受けた場合

には、その申出を拒否してはい

けません。

②『買いたたき』

特定事業者は、合理的な理由

なく通常支払われる対価に比

べて対価の額を低く定めるこ

とにより、消費税の転嫁を拒否

してはいけません。

⑤『報復行為』

特定事業者は、消費税の転嫁拒否等の行為があるとし

て、特定供給事業者が公正取引委員会等にその事実を知

らせたことを理由として、取引数量を減じたり、取引を

停止したり、不利益な取扱いを行ってはいけません。

③『商品購入、役務利用、
利益提供の要請』

特定事業者は、消費税の転

嫁を受け入れる代わりに、特

定事業者の指定する商品を購

入させたり、役務（サービス）

を利用させたり、また、経済

上の利益を提供させる行為を

行ってはいけません。

～初めての方でもお気軽にご相談・ご利用ください～～初めての方でもお気軽にご相談・ご利用ください～～初めての方でもお

◆消費税転嫁対策特別措置法のご相談は、

『消費税価格転嫁等総合相談センター』
専用ダイヤルTEL0570-200-123へ。

◆消費税の転嫁拒否等の行為等に係わる相談･違反
情報の受付窓口

公正取引委員会事務総局東北事務所
消費税転嫁対策調査室

TEL022-217-4260

気仙地区間税会からのお知らせ気仙地区間税会からのお知らせ

…間税会とは…

消費税を中心とした間接税の納税者で組織す

る団体です。会員以外の方にも参考になる消費

税などについての情報を提供しています。

（注）間接税とは、消費税、酒税、たばこ税、揮

発油税、地方揮発油税、石油石炭税、石油ガス

税などのように、納税者と税を負担する者が異

なる税です。

注意してください！
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平成27年

大船渡市新年交賀会のお知らせ
新春恒例の「大船渡市新年交賀会」が、来年の仕事始めにあたる１月５日（月）に開催されます。

会券の発行につきましては、商工会議所本所、三陸支所および大船渡市企画政策部秘書広聴課のほか、市内

各漁協、農協本店の窓口で12月12日（金）まで、取り扱いいたしますので、参加ご希望の方はお早めにお申し

込みください。

と き 平成27年１月５日（月）

11時～12時30分

と こ ろ 大船渡プラザホテル

会 費 3,500円

会券発行期間 平成26年12月1日(月)～12日(金）

お問い合わせ先 大船渡商工会議所 総務振興部

TEL26-2141
※会場周辺の駐車場は、駐車台数に限りがございますので、お車でご

出席される方は、乗りあわせでお越しくださいますようお願いいた

します。

新春新春新春
恒例恒例恒例

今年の新年交賀会より

高校、短大、大学、専修学校などへの入学資金、または在学資金を融資する制度として、日本政策金
融公庫国民生活事業の「国の教育ローン」をご利用ください。
今後、受験シーズンを控え申し込みが増えますのでお早めにお申込み願います。

◆ご融資額 お子さま１人につき３５０万円以内

◆利 率 年２．２５％（固定金利：平成26年11月10日現在）

※母子家庭の方は年１．８５％

◆ご返済期間 １５年以内

（交通遺児家庭、母子家庭または世帯収入（所

得）200万円（122万円）以内の方は18年以内）

◆ご返済方法 毎月元利均等返済（ボーナス月増額返済も可能）

◆据置期間 在学期間内で元金の据置が可能

◆お使いみち ・学校納付金（入学金、授業料、施設整備費など）

・受験にかかった費用（受験料、交通費、宿泊

費など）

・アパート、マンション等の敷金、家賃

・教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費

用、国民年金保険料など

・今後１年間に必要となる費用がご融資の対

象となります。

◆保 証 （財）教育資金融資保証基金の保証、または連

帯保証人１名以上

国国国国国国国国のののののののの教教教教教教教教育育育育育育育育ロロロロロロロローーーーーーーーンンンンンンンンををををををををごごごごごごごご存存存存存存存存知知知知知知知知でででででででですすすすすすすすかかかかかかかか？？？？？？？？国の教育ローンをご存知ですか？

日本政策金融公庫国民生活事業一関支店 TEL : ０１９１－２３－４１５７

教育ローンコールセンター TEL : ００５７－００８６５６

大船渡商工会議所 TEL : ０１９２－２６－２１４１

お問い
合わせ先
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通勤手当の非課税限度額が改正されています！

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車

などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられ

ました。この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年４月１日以後に支払われるべき通勤手当（同

日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。）について適用されます。

改正後の非課税限度額 改正後の１か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

課税されない金額

改正前

同左

24,500円

20,900円

16,100円

11,300円

6,500円

4,100円

同左

同左

同左

改正後（平成26年４月１日以後適用）

一か月当たりの合理的な運賃等の額

（最高限度 100,000円）

31,600円

28,000円

24,400円

18,700円

12,900円

7,100円

4,200円

（全額課税）

１か月当たりの合理的な運賃等の額

（最高限度 100,000円）

１か月当たりの合理的な運賃等の額と②の

金額との合計額（最高限度 100,000円）

区 分

①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当

通勤距離が片道55㎞以上である場合

通勤距離が片道45㎞以上55㎞未満である場合

通勤距離が片道35㎞以上45㎞未満である場合

通勤距離が片道25㎞以上35㎞未満である場合

通勤距離が片道15㎞以上25㎞未満である場合

通勤距離が片道10㎞以上15㎞未満である場合

通勤距離が片道２㎞以上10㎞未満である場合

通勤距離が片道２㎞未満である場合

③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券

④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用してい

る人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

②自動車や自転車

などの交通用具

を使用している

人に支給する通

勤手当

改正後の非課税限度額

平成26年10月4月から
岩手県最低賃金が改正されました
※産業によって、特定最低賃金が定められているものがあります。

年齢に関係なく、岩手県内で働くパートやアルバイ
トなどを含め、すべての労働者に適用されます。
賃金が最低賃金以上になっているか、確認してみま
しょう。

＊お問い合わせ先＊

岩手労働局労働基準部賃金室
TEL ０１９－６０４－３００８

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。

最低賃金制度 検 索

ウェブでチェック！

働くすべての人が対象！

都道府県ごとに決められていて、毎年改定！

最低賃金未満の労働契約は無効！

地域別最低賃金の不払は50万円以下の罰金！

最低賃金って…？
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12月1日から
シーパル大船渡に移転いたしました。

商
工
し
お
さ
い

20
14
年
12
月
№
3
5
5

発
行
責
任
者

大
船
渡
市
中
小
企
業
特
別
対
策
室
分
室
長

（
大
船
渡
商
工
会
議
所
専
務
理
事
）
上
野
直
和

大
船
渡
商
工
会
議
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.ofunatocci.or.jp

「商工しおさい」は、国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙と植物油インキを使用しています。

【お申込み・お問い合わせ】
大船渡商工会議所 本所 ＴＥＬ：２６-２１４１

〃 三陸支所 ＴＥＬ：４４-２０５８

検定試験のご案内検定試験のご案内

大船渡商工会議所 お問い合わせ先
〒022-0003
大船渡市盛町字中道下2-25

TEL 26-2141 FAX 27-1010
開所時間 午前８時30分～午後５時20分

〒022-0101
大船渡市三陸町越喜来字肥の田29-3

TEL 44-2058 FAX 44-2500
開所時間 午前8時30分～午後５時20分

本
所

三
陸

支
所

簿記（第139回２～４級）

平成27年２月22日(日)
3級 ９時～ 2･4級 13時30分～

平成27年１月６日(火)～１月23日(金)
２級4,630円、３級2,570円、４級1,640円

試験日時

受付期間
受 験 料

試験会場は大船渡商工会議所 本所です

珠算（第203回）

平成27年２月８日(日) ９時～
12月１日(月)～平成27年１月８日(木)
１級2,100円、２級1,570円、３級1,360円

試験日時
受付期間
受 験 料

ジョブカフェ気仙ジョブカフェ気仙

販売士（第42回１級・第75回３級）

平成27年２月18日(水) ９時30分～
12月18日(木)～平成27年１月26日(月)
１級7,710円、３級4,120円

試験日時
受付期間
受 験 料

【住所】

〒022-0003 大船渡市盛町字二本枠8-6

開 所 日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除く）

開所時間：午前10時～午後５時

Ｔ Ｅ Ｌ：０１９２－２１－３４５６

Ｆ Ａ Ｘ：０１９２－２６－１５５１

大船渡商工会議所が地域経済の活性化を図ろうと、平成20年11月から取り扱い
を開始した大船渡地域商品券（一枚500円）も、この11月で７年目となりました。
東日本大震災後は、加盟店・販売店の減少等の問題もありましたが、御礼や快気祝い、記念
品、従業員への福利厚生、贈答用、住宅エコポイント、福祉灯油事業等など幅広く利用いただ
いております。
現在も市内352店でご利用いただけますので、引き続き、ご贈答やお返しの際には大船渡地
域商品券をご利用下さい。
※商品券を使えるお店については当所ホームページ（www.ofunatocci.or.jp）で確認できます。

大船渡地域商品券の有効期限は発行日から３年です。
有効期限を過ぎますと使用できなくなりますので、
お持ちの大船渡地域商品券の有効期限を確認してい
ただき、お早目にご利用いただきますようお願いいた
します。

ご確認ください

記念品や贈答品などに記念品や贈答品などに
大船渡地域商品券をご利用下さい大船渡地域商品券をご利用下さい


